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（注）記載した内容の中には、実施計画の段階で確定するものも含まれている。 



      

  

目    次 

 

Ⅰ 令和８年度北海道開発予算の基本方針  ··································１ 

 

Ⅱ 令和８年度北海道開発予算総括表  ······································２ 

 

Ⅲ 令和８年度北海道開発予算の概要  ······································３ 

 

１ 生産空間の維持・発展による食料安全保障及び観光立国の一層の強化  ···３ 

 
２ 地球温暖化対策を先導するゼロカーボン北海道の実現  ················· ４ 

 

３ デジタル関連産業の集積支援  ······································· ５ 

 

４ 安全・安心に住み続けられる強靱な国土づくり  ······················· ５ 

 

５ ウポポイ等を通じたアイヌ文化の復興・創造及び国民理解の促進  ······· ６ 

 

６ 北方領土隣接地域振興対策  ········································· ７ 

 

７ 北海道総合開発計画の効果的な推進  ································· ７ 

 

［参考］  ····························································· ８ 

 



 

Ⅰ 令和８年度北海道開発予算の基本方針 
 

北海道開発の基本的意義は時代の変遷に伴い変化しているが、一貫して、北海道の 

資源・特性を活かして、その時々の国の課題解決に貢献するとともに、地域の活力ある 

発展を図ることにある。 

現下の我が国は、食料安全保障問題の深刻化、エネルギー・食料品や原材料等の価格

高騰、2050 年カーボンニュートラル実現に向けた取組の一層の加速等、内外の課題に 

直面している。 

こうした中、次世代半導体産業や大規模データセンターの進出をはじめ、昨年、  

対象地域に指定された金融・資産運用特区等における取組や道内２区域の洋上風力促進 

区域指定など、北海道の動きが上記の我が国の課題解決を牽引している状況であり、 

「骨太方針2025＊1」においても以下のとおり明記された。 

・ 「北海道総合開発計画」の着実な推進に向け、食・観光・ゼロカーボン北海道を 

担う生産空間の維持・発展、デジタル産業の集積促進、北方領土隣接地域の振興を

更に地域一体で進める取組、官民共創の取組を推進する 

・ ウポポイの充実などアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現する 

さらに、「令和８年度予算編成の基本方針＊2」では、危機管理投資・成長投資の推進と

して、「官民連携の戦略的投資を促進し、ＧＸ・ＤＸ、経済安全保障、エネルギー・資源

安全保障の強化を図る。持続可能な成長に向けた農林水産業の構造転換等を通じ、食料安

全保障の確立を図る。」ことが明記された。 

他方、北海道では、気候変動により頻発する自然災害、千島海溝や日本海溝周辺で発

生が危惧されている海溝型地震への対応も喫緊の課題であり、「第１次国土強靱化実施中

期計画」等の取組を継続的・安定的に切れ目なく進める必要がある。 
 
令和８年度北海道開発予算は、上記の状況及び第９期北海道総合開発計画＊3の目標を踏

まえ、 
 

１ 生産空間の維持・発展による食料安全保障及び観光立国の一層の強化 

２ 地球温暖化対策を先導するゼロカーボン北海道の実現 

３ デジタル関連産業の集積支援 

４ 安全・安心に住み続けられる強靱な国土づくり 

５ ウポポイ＊4等を通じたアイヌ文化の復興・創造及び国民理解の促進 

６ 北方領土隣接地域振興対策 
 

を軸とし、令和７年度補正予算と合わせて切れ目なく取組を進める。 

各種施策の実施にあたっては、ＡＩ・デジタルなどの新技術の活用や官民の垣根を越え

た「共創」の取組等により、北海道開発の効果的な推進を図る。 
 

令和８年度北海道開発予算       総額５，７８０億円（対前年度 １．０１倍） 

うち 北海道開発事業費（一般公共事業費）５，６５４億円（対前年度 １．０１倍） 
 

 
＊１ 「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定） 
＊２ 令和７年12月９日閣議決定 
＊３ 令和６年３月12日閣議決定 
＊４ 民族共生象徴空間。アイヌ語で「（おおぜいで）歌うこと」という意味。 
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Ⅱ　令和８年度北海道開発予算総括表
（単位：百万円）

令 和 ８ 年 度 前 年 度 対前年度
予 算 額 予 算 額 倍　　率

(A) (B) （A)／(B）

Ⅰ 565,391 562,474 1.01

1 103,401 102,817 1.01

95,871 95,241 1.01

6,309 6,357 0.99

1,221 1,219 1.00

2 219,683 218,913 1.00

3 25,799 25,234 1.02

17,625 17,545 1.00

8,174 7,689 1.06

4 27,619 27,503 1.00

300 300 1.00

27,319 27,203 1.00

26,422 26,309 1.00

897 894 1.00

5 8,658 8,364 1.04

4,993 4,705 1.06

80 135 0.59

2,820 2,820 1.00

2,093 1,750 1.20

1,845 1,845 1.00

1,820 1,814 1.00

6 119,321 118,355 1.01

80,760 79,713 1.01

5,550 5,873 0.95

24,193 23,951 1.01

8,818 8,818 1.00

7 56,467 56,859 0.99

23,683 23,840 0.99

32,784 33,019 0.99

8 4,443 4,429 1.00

Ⅱ 74 11 6.54

Ⅲ 62 63 1.00

Ⅳ 102 102 1.00

Ⅴ 1,569 1,575 1.00

Ⅵ 10,824 10,299 1.05

578,023 574,524 1.01

（注）１　道路事業に関する経費（社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金を除く）は、道路整備と道路環境整備の合計 246,105百万円

　　　　（1.00倍）である。

　　　２　北海道開発予算におけるアイヌ政策に関する経費は、アイヌ伝統等普及啓発等経費のほか、国立民族共生公園の維持管理に要する経

　　　　費を含めた1,798百万円（1.00倍）である。

　　　３　推進費等の内訳は、北海道特定特別総合開発事業推進費 4,339百万円及び社会資本整備円滑化地籍整備事業費 104百万円である。

　　　４　公共工事の実施の時期の平準化等を図るため、国庫債務負担行為（ゼロ国債） 36,093百万円を設定している。

　　　５　第１次国土強靱化実施中期計画に基づく事業等について計画的かつ円滑な事業執行を図るため、事業加速円滑化国債 800百万円を設

　　　　定している。

　　　６　本表のほか、北海道開発の推進のための研究開発に要する経費（（国研）土木研究所経費 9,455百万円の内数）及びウポポイを通じ

　　　　た海外へのアイヌ文化の発信とインバウンド需要の創出に要する経費（国際観光旅客税財源 100百万円）がある。

　　　７　四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

治 山

事 項 備　考

北 海 道 開 発 事 業 費

治 山 治 水

治 水

上 下 水 道

海 岸

道 路 整 備

港 湾 空 港 鉄 道 等

港 湾

空 港

住 宅 都 市 環 境 整 備

住 宅 対 策

都 市 環 境 整 備

道 路 環 境 整 備

都 市 水 環 境 整 備

公 園 水 道 廃 棄 物 処 理 等

社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金

上 下 水 道

水 道

下 水 道

廃 棄 物 処 理

国 営 公 園 等

農 林 水 産 基 盤 整 備

農 業 農 村 整 備

森 林 整 備

水 産 基 盤 整 備

農 山 漁 村 地 域 整 備

社 会 資 本 総 合 整 備

そ の 他 一 般 行 政 費 等

合 計

防 災 ・ 安 全 交 付 金

推 進 費 等

北海道災害復旧事業等工事諸費

北 海 道 開 発 計 画 推 進 等 経 費

北 方 領 土 隣 接 地 域 振 興 等 経 費

ア イ ヌ 伝 統 等 普 及 啓 発 等 経 費
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Ⅲ 令和８年度北海道開発予算の概要 

１ 生産空間の維持・発展による食料安全保障及び観光立国の一層の強化 

北海道は、広大な農地や豊富な水産・森林資源を強みとして、我が国の食料安全

保障を支える食料供給基地として貢献するとともに、豊かな自然環境、特徴ある景

観等と併せて世界水準の観光を提供している。こうした北海道の「強み」を提供す

る地域は、主として北海道の地方部に広域に分散しており、「食料安全保障の強化」

と「持続可能な形での観光立国の復活」という国の政策目標に直接寄与する機能に

着目して「生産空間」と定義し、この食と観光を担う「生産空間」の維持・発展を

北海道開発の中心的課題と位置付けている。 

その際、本州以南（集居型）と大きく異なる北海道の散居型の地域構造に留意す

る必要があり、生産空間の維持・発展にはデジタル技術の活用も図りつつ、基幹的

なインフラの整備により「そこに住み続けられる環境」を維持することが不可欠で

ある。 

このため、以下の取組を推進する。 

 

 

【主な取組】 

（１） 北海道型地域構造を支え、世界を見据えた人流・物流ネットワークの形成 

・生産空間の食・観光等の基幹産業を支えるとともに、国土の強靱化を確保し、地域

間の連携強化を図るための高規格道路や港湾・空港施設等の整備 

・生産空間からの食料供給等を支える物流システムの効率化等 

・地方部の日常生活における安全・安心な移動環境の確保を図るための交通安全対策 

・自動運転バスの実現に向けた共創支援による地域交通の確保 

・札幌における交通結節機能と都市機能の強化 

 

（２） 多様で豊かな地域社会の形成 

・多様な主体による分野を超えた官民共創の取組 

・「ほっかいどう学」による地域に貢献する若い世代の育成等 

 

（３） 食料安全保障を支える農林水産業・食関連産業の持続的な発展 

・スマート農業等のイノベーション導入や農業生産のコスト低減等に向けた農地の大

区画化 

・災害リスクや気候変動に対応した農業水利施設の整備等 

・林業の持続的発展に向けた計画的な森林整備、林道等の路網整備等 

・水産物の生産力を支える漁港の高度衛生管理対策や水産環境の整備、漁港施設の耐

浪化等 

・高品質な農産物の安定供給を支える農業生産基盤や高規格道路等の整備、複合一貫

輸送ターミナルをはじめとした港湾施設の整備等 
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（４） 観光立国を先導する世界トップクラスの観光地域づくり 

・広域的な周遊観光の促進に資する観光地や主要な港湾・空港等へのアクセス強化を

図るための高規格道路の整備 

・航空ネットワークの拠点となる空港機能強化のための誘導路の複線化やデアイシン

グエプロンの整備等 

・港湾におけるクルーズ船の受け入れに必要な既存岸壁の環境整備等 

・ドライブ観光促進に向けたシーニックバイウェイ「秀逸な道」の取組や多言語によ

る「道の駅」での観光地案内や道路情報の提供 

・サステナブルツーリズムの推進に向けた安全で快適な自転車走行環境やサイクリス

トの受入環境の改善、地域と連携した渋滞対策、「道の駅」でのＥＶ充電施設設置

の促進 

・「かわたびほっかいどう」の取組、みなとオアシスでの交流イベント、農山漁村の

所得向上と関係人口創出を図る農泊等、地域資源を活かした観光メニューの充実 

 

 

２ 地球温暖化対策を先導するゼロカーボン北海道の実現 

 北海道には、風力、太陽光、地熱等の再生可能エネルギーが豊富に賦存しており、

「脱炭素化」における北海道のポテンシャルを発揮するとともに、森林等によるＣ

Ｏ２吸収力を高めて我が国の地球温暖化対策を先導することが期待されている。「金

融・資産運用特区」におけるＧＸ事業及び金融事業への税優遇や、再エネ海域利用

法に基づく洋上風力促進区域の指定（松前沖、檜山沖）などの動きも踏まえ、我が

国の脱炭素社会の実現を牽引していく地域として、地域との共生に留意しつつ、北

海道における 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた取組を引き続き推進する

必要がある。 

このため、以下の取組を推進する。 

 

 

【主な取組】 

（１）ゼロカーボン北海道の実現に向けた施策の展開 

・交通・物流円滑化に向けた高規格道路や港湾等の整備、ダムや水路における水力発

電の導入、農作業の効率化に向けた農地の大区画化等によるＣＯ２排出量の削減 

・港湾施設等の整備に合わせたブルーカーボン生態系の創出や森林資源の循環利用促

進を通じたＣＯ２吸収力の強化 

・民間企業等のカーボンニュートラルへの意識醸成に向けた「北海道インフラゼロカ

ーボン試行工事」の実施 

 

（２）自然環境が持つ多様な機能を活用した持続可能な社会の形成 

・河川環境の保全・再生や遊水地の整備等による防災・減災等 

・自然資源等を活かした道路整備 
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３ デジタル関連産業の集積支援 

北海道の広大な大地や積雪寒冷な気象条件、全国随一の豊富な再生可能エネルギ

ー導入ポテンシャル等を活かし、ＧＸとＡＩ・ＤＸ産業等のこれからの成長が期待

される産業を育成・振興することにより、北海道経済の持続的発展及び我が国の経

済安全保障の強化に貢献することが求められている。 

このため、以下の取組を推進する。 

 

 

【主な取組】 

（１）地域の強みを活かした成長産業の形成 

・道内各地の成長産業を交通・物流面で支える高規格道路や港湾・空港等のインフラ

整備等 

・苫小牧東部地域のポテンシャルを活かしたＧＸとＡＩ・ＤＸ産業等の誘致に資する

交通・物流インフラの整備等 

 

 

４ 安全・安心に住み続けられる強靱な国土づくり 

近年、大規模自然災害で深刻な被害が発生している北海道では、今後、気候変動

の影響による水害・土砂災害や人命に関わるような暴風雪・大雪等の冬期災害が激

甚化・頻発化するおそれがあり、また、千島海溝や日本海溝周辺での海溝型地震も

切迫している。安全・安心の確保は、経済社会活動の基盤であり、生産空間と地域

の暮らしを守るとともに、北海道のポテンシャルを活かして我が国全体の国土強靱

化に貢献することが求められている。 

このため、以下の取組を推進する。 

 

 

【主な取組】 

（１）激甚化・多様化する災害への対応と安全・安心な社会基盤の形成 

・激甚化する水災害に対応するための北海道の地域特性を踏まえたハード・ソフト一

体による流域治水の取組等 

 ・大規模な土砂災害や火山噴火等に備えた砂防関係施設の整備 

・気候変動により激甚化・頻発化する高潮等に対する安全度の向上を図るための海岸

保全施設の整備等 

・災害からの迅速な復旧と早期の日常生活・経済活動の再開に資する防災・減災対策

や高規格道路のミッシングリンク解消 

・荒天時の高潮・高波による港湾内の浸水被害軽減、船舶の避難場所確保を図るため

の港湾施設の嵩上げや防波堤の整備等 

・山腹崩壊等により荒廃した森林の復旧、治山施設の設置等による事前防災・減災対

策等 

・安全・安心な冬期交通確保に向けた防雪対策、予防的な通行規制・集中除雪、自治

体や関係機関と連携した情報発信等の取組強化 
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・災害等発生時におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣等による被災状況の調査や早期復

旧等に対する技術的な支援 

・道路啓開計画の策定、河川の水害タイムライン運用訓練や港湾における緊急物資輸

送訓練等の実施 

・道路の防災性の向上や安全で快適な歩行空間の確保等のための電柱の新設抑制や無

電柱化 

・戦略的なインフラ老朽化対策、ＡＩ・デジタル技術等を活用したインフラの維持管

理や整備、技術開発等の推進 

 

（２）千島海溝や日本海溝周辺での海溝型地震等の地震・津波への備え 

・津波の浸水範囲を回避する高規格道路等の整備や樋門等の自動化・遠隔化、海岸防

災林の整備や土砂災害を防止・軽減するための対策等 

・大規模災害発生後の迅速な応急復旧活動のためのインフラ施設の耐震化や「道の駅」

の防災拠点化を支援 

・積雪寒冷地である北海道の地域特性を踏まえた防災訓練や防災教育 

・「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法」の改正を踏まえた自治体への支援 

 

（３）地域の健全な生活環境のための施設整備 

・強靱なライフラインを形成するための上下水道施設の計画的な更新、施設の再編整

備等 

・持続可能な上下水道事業の運営に向けた施設の広域化・共同化、計画的な改築 

・脱炭素化・循環型社会の形成に向けた下水道資源の有効利用、廃棄物処理・リサイ

クル施設の整備や汚水処理未普及地域解消のための合併浄化槽の整備等 

 

 

５ ウポポイ等を通じたアイヌ文化の復興・創造及び国民理解の促進 

令和２年７月にアイヌ文化の復興・創造等の拠点としてオープンした「民族共生

象徴空間（ウポポイ）」に国内外から多くの人々が訪れ、アイヌ文化の素晴らしさ

を体験し、民族共生の理念に共感してもらえるよう、多岐にわたるアイヌ文化への

理解を深めてもらうための魅力的なコンテンツを提供するとともに、年間来場者数

100万人を目指して令和６年３月に策定した「ウポポイ誘客促進戦略」に基づき、戦

略的・効果的な誘客施策を実施することで、ウポポイの充実を図る。 

このほか、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進

に関する法律」（平成31年法律第16号）に基づき、アイヌの伝統等に関する国民に対

する知識の普及啓発を図るための施策を一層推進する。 

 

 

【主な取組】 

 ・ウポポイへの誘客施策の推進を通じたアイヌ文化の復興・創造等 

・アイヌの伝統等に関する知識の普及啓発を図るための取組 
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６ 北方領土隣接地域振興対策 

「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」（昭和 57 年法律

第 85 号）に基づき北海道が作成した第９期振興計画を踏まえ、北方領土隣接地域に

おける魅力ある地域社会を形成するため、活力ある地域経済の展開に向けた取組や

地域の資源を活かした交流・関係人口の拡大に向けた取組等を推進する。 

 

 

【主な取組】 

・北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する総合的な施策を計画的に

推進 

 

 

７ 北海道総合開発計画の効果的な推進 

（１）北海道特定特別総合開発事業推進費 

北海道総合開発計画の効果的な推進を図るため、「食、観光、ゼロカーボン北海道を

担う生産空間の維持・発展」、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震等の大規模災害へ

の対応」、「北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成」、「地域の強みを活か

した成長産業の育成・振興」に係る事業を機動的・重点的に推進する。 

 

（２）北海道開発計画推進等経費 

北海道総合開発計画の推進に必要な経済社会動向の分析、北海道の価値を高めるた

めの官民共創の取組を推進するとともに、計画の主要施策の効果的な推進を図る。 
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